
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和５年１０月３０日（月曜日） 

    １３：００～１４：００ 

場 所：仙台合同庁舎Ｂ棟（１２階大会議室）（Ｗｅｂ併用） 
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１．開 会 午後１３時００分 開会 

２．挨 拶 

３．審 議 

○徳永委員長 それでは、審議に入ります。 

  説明はポイントを押さえて、効率的な議事の進行にご協力お願いいたします。 

  本日の案件でございますが、道路事業の３事業ということになります。 

  事前に事業選定ワーキングが行われていますので、選定結果につきまして石川委員からご報

告をよろしくお願いいたします。 

○石川委員 報告いたします。 

  道路事業ワーキングを１０月１２日に開催いたしましたので、選定結果を報告いたします。 

  今回の再評価の対象である道路３事業について、事業計画性等の変化の有無、事業費の増額

の有無や要因、また、全体事業や残事業のＢ／Ｃの変化状況を踏まえ、全体事業費の増額が

最も大きい一般国道１２１号湯野上バイパスを重点審議事業に選定し、その他２件を要点審

議事業に選定いたしました。 

  以上です。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 

  それでは、事業担当部から、まず資料１の一覧表に基づいた概要説明、それから資料２の再

評価の効率化判定について説明いただき、その後、重点審議事業である資料３－１の会津縦

貫南道路 一般国道１２１号の湯野上バイパスの説明をお願いいたします。 

◆道路審議案件一覧の説明 

【上記について、事務局から資料１により説明】 

◆再評価の効率化判定の説明 

【上記について、事務局から資料２により説明】 

◆重点審議案件 対応方針（原案）の説明・審議 

・一般国道１２１号 湯野上バイパス 

【上記について、郡山国道事務所長から資料３－１により説明】 

○徳永委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

○南委員 病院の救急に関する取扱いとあって、これはとても大事な側面だと思うのですが、６

０分ということになったら、もはや救急というよりも通院そのものに支障があるように思い
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ます。透析患者ですとか、救急に絞ることはないのかなという印象を持ちました。ご勘案い

ただけたらと思います。 

  あと、Ｒ９までかかる事業となっておりますけれども、学校が国道のすぐ前にあるような状

況にあり、事故の危険もあるということになると、この道路ができるまでの間、少し心配さ

れるところもあります。そういうことへの手当てはできる可能性がないのか、まず２つお伺

いしたいと思います。 

○郡山国道事務所長 ご指摘ありがとうございます。確かに透析患者さんとか、自分の時間をと

ても大事にしなければいけないというところもあると思いますが、これから評価するときに

入れ込めるものかどうかも含めて検討させていただければと思います。 

  それから、２点目の学校、国道のところの安全対策ですが、ここにつきましては、１２１号

自体が今、県で管理されているところになってございますので、県ともいろいろ情報を提供

しながら、下郷町とも安全面で、例えば安全点検、今、国のほうでも歩道の危険箇所につき

ましては点検しながら、ボラードや区画線で対応している部分もございますが、そのような

ところで当面、事業が完成するまでの間は、子供さんが事故に遭わないようなものを、いろ

いろ相談しながら進めていければと思ってございます。 

○南委員 そのあたりお願いしたいと思いますし、今、学校の統廃合とか病院の統廃合、進んで

いるのではないかと思われ、統廃合等に伴う通学、通院等に関わる道路機能、交通機能が重

視されてくる側面もあろうかと思います。これはどう評価していいかよく分からないところ

があるのですが、一つご指摘さしあげたいと思います。 

  もう一つ、９ページに、道路の土砂運搬経路が変更になっているところで、通行止めになっ

ているのですが、これは啓開されてここを通れるようになるということはないのかと思いま

して、費用計算されておりますので、そこは質問させてください。 

○郡山国道事務所長 先ほどご説明しましたとおり、排水不良が原因で一旦ここは土砂崩れが起

きましたが、今現在は復旧して、片側ですが、通行可能になってございます。ただ、やはり

現地のほうもまだ路肩のところが心配で、できるだけ車、大型トラックは、ダンプカーは速

度を規制して時速１０キロ程度で走行するような格好で今動いてございます。そのため、今

現在は走れるような格好になっていますので、今回の費用増につきましては通行できるとこ

ろになるまでの間、迂回していた分の費用を計上させていただいてございます。 

○南委員 分かりました。どうもありがとうございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。 
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  私から関連してなんですけど、距離の変更ということで１７億にも費用が増加するというこ

とですが、それを鑑みると、早期復旧というところで何とかより安く、トータルとして安く

することはできなかったのかと思うのですが、例えばトヨタさんだと、子会社というか、部

品メーカーの被災に対して自社の社員を派遣して復旧に当たらせるとか、そういう取組まで

されているということで、いずれ災害復旧の在り方というところで何かあるかなというとこ

ろなのですが。 

○郡山国道事務所長 ありがとうございます。ちょうど土砂崩れが起きた時期が１２月の後半と

いうことで、これから冬に入る時期になったというのが一つ、復旧に時間がかかったのと、

あと左下のほうに鉄道の絵がございます。これは会津鉄道なんですけれども、崩落の関係で

会津鉄道のほうにも土砂の影響がございまして、そこら辺で復旧の仕方とか、それから、今、

先ほど申し上げましたけど、ダンプカーの通行の仕方等の協議に結構時間がかかりまして、

それで想定以上に時間がかかってしまったところがございます。ただ、確かにこの影響を考

えると、早くやり方をもっと工夫したらよかったのかなというところはあったかもしれませ

ん。 

  以上でございます。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。石川委員。 

○石川委員 １３ページ、コスト縮減の取組事例のところで、Ａ１橋台土留め構造の見直しとい

うことですが、どの橋梁、何号橋のどの場所になるのでしょうか。例えば、参考資料の１８

ページ、橋梁が幾つかありますけれども、どの橋梁のＡ１橋台でしょうか。 

○郡山国道事務所長 ４号橋のトンネルのちょうど出口に当たる、３号トンネルの出口に当たる

ところでございます。 

○石川委員 この辺がかなり一番地盤の状況が少し思惑とずれていたというところなんですよね。

地盤の地質状況があるところで、１１ページの地質のところと位置関係がよく分からないの

ですが、それぞれの橋梁の位置とか、それの地質の状況というのは、どこがどの辺だという

のを教えていただけますでしょうか。 

○郡山国道事務所長 この場所は、湯野上バイパスの終点側のほうに当たります高盛土区間のと

ころをアップした絵になってございます。７ページのところに、下のほうにポンチ絵が載っ

ていますけれど、これの５号橋から６号橋までの間の箇所、この部分の高盛土区間が今回の

重金属を対策して盛る場所になります。 

○石川委員 ５号橋のＡ１橋台の部分がコスト縮減対象になっているということですか。 
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○郡山国道事務所長 違います。４号橋の出口のところがもともと深礎杭と場所打ちの擁壁で留

める計画だったものを、新技術を使ったというところでございまして、５号橋のほうからは

これずっとあと盛土に入ってくるんですけど、ここは高盛土区間ということで、重金属を入

れるための対策で盛ろうとしたときにシートを敷くわけですので、そのシートの沈下を抑え

るために地盤改良したというのがこの箇所になります。 

○石川委員 ということは、この７ページのところの①転石処理の追加、③地盤改良の見直しと

いう、丸く青で囲った部分には入っていないということですね、このコスト縮減対象とした

Ａ１橋台は。 

○郡山国道事務所長 ちょうど土砂運搬経路のところの４号橋のところの左側になるのですが、

ただ、示しているものとは内容は違っています。 

○石川委員 このコスト縮減は、４号橋のトンネル側１か所だけということなんですね。ほかで

はやらないということですか。 

○郡山国道事務所長 はい。この構造はここしかございませんので。 

○石川委員 分かりました。ありがとうございます。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の先生方、いかがでしょうか。

大丈夫でしょうか。 

  それでは、私から１点、資料１の費用便益比を見させていただくと、この区間の０．７に対

して全体で０．６になるんですね。通常、今回の区間だけでなく、それの前後区間を含む一

体評価をしたほうが費用便益はよくなることが多いのかと思っているのですが、今回、０．

７が逆に０．６になってしまうというところで、何か要因があるのかということと、その原

因の一つは、一体評価といっても、会津縦貫道路という全体構想から見ればかなり一部分で

しかないと。しかも、肝心の会津若松のほうがまだという状況の中でこの評価ということな

のかなと思っているのですが、そのあたり、全体構想の進捗といいますか、今後の見通しも

ご説明いただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。 

○道路計画第一課長 道路計画の伊藤でございます。 

  今回、湯野上バイパスについては、個別事業は下のカギカッコである０．７となってござい

まして、一体評価ということで、その隣、隣接で現事業をやってございます区間を含めると

０．６ということでちょっと下がっていると。ここの要因といたしましては、会津縦貫南道

路の４工区、５工区をまとめて一体評価させていただいているんですが、この湯野上バイパ

ス区間の利用が最も多くなってございまして、その隣接である小沼崎バイパスであるとか下
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郷田島バイパス、こちらについては湯野上バイパスよりもちょっと交通量が少ないというの

もございまして、区間の平均で一体評価させていただいてございますので、単独の部分より

もちょっと下がってしまうというのが今の実態となってございます。 

  今後の見通しみたいなところについては、やはり今後の道路事業の進め方というところに起

因するところなので今は何とも言いづらいところではございますけれども、今の一体評価の

考え方としましては、やはりルートが明確になっているところでないと、ここの評価の対象

に入れにくいところもございまして、実態としては今回一体評価のほうが上がるようには思

いますけれども、若干下がってしまったという状況でございます。 

  以上です。 

○徳永委員長 分かりました。この区間、やはりここだけだとなかなか効果が十分に発揮されな

いところがあって、その前後区間、会津若松、それから南の日光方面、あるいは、この道路

ではないですが、白河方面、そちらにつながることによって、この地域のネットワーク全体

が大きく変わることになると思うので、それによる産業振興であったり観光振興であったり、

そのためには非常に重要な路線だと思っていますので、そのあたりもしっかりご説明いただ

けるといいのかなと感じたところです。 

○郡山国道事務所長 ご指摘ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。ありがと

うございました。 

○徳永委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

○南委員 資料１のところで、事業工程の精査、開通見通しは非公表と記載されているのですが、

この非公表ということの理由は何かございますでしょうか。ただ公表するにはまだ不確定な

部分が多いということなのでしょうか。 

○郡山国道事務所長 回答いたします。この現場、トンネル工事がまだ２本残ってございまして、

１本は今、鋭意施工中なんですけど、もう１本につきましてはこれから新規に着工になりま

す。地山関係が結構脆弱な部分とか玉石もございますので、ある程度トンネルの施工が見え

た段階で公表したいと思っております。今段階ではまだ未公表という形をとらせていただい

ております。 

○南委員 分かりました。 

○徳永委員長 そのほか、よろしいでしょうか。中野委員、よろしくお願いします。 

○中野委員 １０枚目の重金属対策のところで確認したいのですが、小さくてよく分からなかっ

たのですが、重金属を測っていらっしゃるんでしたね。それで、重金属が基準を超過した場
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合は河川水質を分析するとあるのですが、この辺は結局お金をかけて要はもう検出されない

という結果だったのでしょうか。 

○郡山国道事務所長 こちらにつきましては、重金属というのは自然由来の金属でございまして、

今現在盛った中で、出てきました水を浸透水ということで調査しております。その結果は全

然そのものは検出されていない状況になってございます。またこれからも同じ格好で施工が

進んでいきますけれども、そういうことで環境面につきましては、出てくる水を調査しなが

ら管理をしていくという形で進めていきたいと思っているところでございます。 

○中野委員 分かりました。かなりお金はかかりましたが、その重金属対策は結果的にちゃんと

できたという理解でいいということですね。ありがとうございます。 

○徳永委員長 その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  そうしましたら、こちらにつきまして、対応方針については原案のとおりということで認め

ることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  それでは次に、要点審議でございますが、こちらにつきましては先ほど一覧表でご説明いた

だいておりますので、直接、ご意見、ご質問をいただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

  そうしましたら、私からですが、今回、先ほどの案件も含めまして、参考という形で追加的

に便益の計測を出していただいているのですが、そのうち少し気になったのが時間信頼性の

向上というところ。最大値を基準に算出されているというところで、この最大値というのが

どこまでを見ているのか。本当にめったに起きないようなことが起きての最大値ということ

ですと、恐らく利用者側はそこまでの余裕は見ていないだろうというところで、最大値を使

ってしまうと過大かもしれないので、そのあたりの使い方ですね。それが１点と、それから、

環境保全の便益でＣＯ２削減があるのですが、恐らくこれは走行に関わるＣＯ２、排出量だけ

で計測されていると見えたのですが、それだけではなくて、そもそも建設に伴って発生する

ＣＯ２を差し引かないと、これまた過大なのかもしれないと思いました。 

  また、産業支援のところも、若干これ全量がこっちに流れるのだろうかというところ、実際

の流れがどうなっているのかも含めて、それを算出するのであれば、そのあたりをしっかり

把握した上での算出が求められるという、印象を受けました。あくまで参考ということです

ので、またこれも全国的な見直し等も含めていろいろこれから検討していくことかと思いま

すが、その際に参考にしていただければと思います。 

○道路計画第一課長 ご意見ありがとうございます。確かに今回、これまではＢ／Ｃのところで
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１を切っている事業につきましてはこういった様々な効果ということで算出をさせていただ

いてございましたが、そういった事業以外にもいろんな効果があるということで、今回、全

事業についてこういったその他効果ということで、３便益以外の効果を算出させていただい

たところでございます。こちらにつきましては、既存のマニュアル等を拝見しながら、こう

いったそれぞれの便益というものを算出させていただいてございますけれども、確かに先ほ

どご指摘のあった時間信頼性の最大値のとり方であるとか、またＣＯ２のところについても、

今回ご指摘のとおり、走行の部分の削減というところしか見ていないところもございますの

で、発生した部分をどうやって加味していくであるとか、また、産業支援のところについて

もどういった使われ方をしているのかとか、まだまだブラッシュアップ等をしていくところ

があるなと感じたところでございますので、引き続きこちらにつきましては、こういった取

組を続けていきながら精度を上げていきたいと考えているところです。 

○徳永委員長 ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。 

○南委員 資料１の盛岡西バイパスのところで、事業期間の変化の欄のところに、投資パターン

見直しによる事業工程精査という言葉があるのですが、これは具体的にもしご説明可能であ

ればお願いしたいです。事業計画の見直しのことなのかなと。もしお分かりでしたらお願い

します。 

○道路計画第一課長 ご質問、ありがとうございます。こちらにつきましては、今回対象となっ

ている現状２車から４車線に拡幅する３．６キロの区間というよりは、まだ暫定で残ってい

る区間、この３．１キロあると思いますけれども、資料１のほうでご覧になっていると分か

りますこの部分について、この事業の工程で精査させていただいたということでこの記載を

させていただいてございます。 

○徳永委員長 大丈夫でしょうか。 

○南委員 投資パターン、３．１キロをどういうふうに進めるか、どういう事業にするか、ある

いは進め方を変えるかとか、幾つかのパターンが出てくるということでしょうか。まだ決ま

っていない部分があって、それをシミュレーションしてパターンを幾つか想定してみるとい

うようなことでしょうか。 

○道路計画第一課長 ご質問にお答えいたします。言葉足らずで申し訳ございません。こちらの

事業につきましては、残る３．１キロにつきましては、現状４車線のところを６車線に、車

線数を増やすことを想定してございまして、そこの事業のパターンというのがまだ決まって

ございませんので、こういった記載にさせていただいているところでございます。 
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○南委員 どうもありがとうございます。 

○徳永委員長 ありがとうございます。それでは、そのほか、いかがでしょうか。Ｗｅｂ参加の

委員の皆さん、大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、ほかに意見等ございませんようですので、こちらにつきましても継続という対応

方針（原案）を認めることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうござい

ます。 

  それでは、本日の審議結果の取りまとめということで、３分ほど休憩を入れたいと思います。 

午後１時５２分 休憩 

午後１時５５分 再開 

○徳永委員長 それでは、再開して、本日の結果のまとめについて、まず、事務局からご説明、

よろしくお願いします。 

○司会（震災対策調整官） それでは、審議結果のまとめを読み上げさせていただきます。 

  【審議結果】 

  東北地方整備局事業評価監視委員会は、令和５年度第２回委員会を令和５年１０月３０日、

東北地方整備局において開催し、事業実施者（東北地方整備局)から再評価対象事業の説明を

受け審議を行った。 

  審議結果は次のとおりである。 

  １．事業審議について 

   １）道路事業 再評価 審議結果 

    ●一般国道１２１号 湯野上バイパス 

    ●一般国道４６号 盛岡西バイパス 

    ●一般国道１１３号 小国道路 

     上記３事業について、対応方針（原案）の事業継続は妥当である。 

  以上でございます。 

○徳永委員長 ただいまの審議結果について、これでよろしいでしょうか。Ｗｅｂ参加の委員の

先生方も大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

  それでは、審議結果については以上のとおりということで、本日の議事は以上になります。

円滑な議事進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

  それでは、司会を事務局にお返ししますので、よろしくお願いします。 
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４．閉 会 午後１時５８分 閉会 


